
子育てに困った時…。悩んだ時…。 

＊＊＊ 病児保育 ＊＊＊＊ 

 病児保育とは、保育園や小学校に通っている子どもが病気のため登園や登校ができないときに  

 医療機関で預かる事業です。 

【対象児童】(次の条件すべてに当てはまる児童) 

 ・病気回復期で入院治療の必要はないが、安静にしておくことが必要な児童  

 ・保護者が仕事や病気などで家庭での保育ができない児童  

 ・おおむね生後８ヶ月から小学校６年生までの児童 

【対象となる病気】 

 ・かぜ、消化不良症など乳幼児が日常かかる病気  

 ・はしか、水ぼうそう、風しんなどの感染症疾患  

 ・ぜんそくなどの慢性疾患 

 ・骨折などの外傷性疾患 

【実施場所】※状況により、休止している場合がありますのでご利用の前にはご確認ください。  

  こどもデイケアルームさくら(河原内科･松尾小児科内) 

  〒708-0013 津山市二宮2137-10 

  Tel :(0868)28-5570(小児科) (0868)28-0002(さくら、病棟) 

【利用料】 

  １日2,000円(別途食事代400円) 

【利用方法】 

 ・原則として事前登録が必要です(登録は、年度ごとに必要)。 

  津山市子育て推進課、または病児保育施設で事前登録してください。  

   なお、利用初日に登録することもできます。  

  ※年度ごとに１度登録すれば、病児保育施設を利用することが可能です。  

 ・原則として予約制です。 

 ・医師連絡票(既にかかりつけの医師にかかっている場合) 

病気の経過や薬の内容について、かかりつけの医師に医師連絡票(町ホームページ、病児保育 

施設にあります)を記入してもらうと、病状等についての引継ぎがスムーズに行えます。  

なお、事前に医師連絡票が準備できない場合は、別途診察をしますので、利用に支障は  

ありません。 

【当日の持ち物】 

 医師連絡票(既にかかりつけの医師にかかっている場合)、印かん、母子手帳、保険証、薬、 

 タオル2枚、パジャマ、着替え、ほ乳びん２本、ミルク回数分、オムツ、  

 おもちゃ(どうしても必要な場合のみ) 

食事制限をされている場合は、お弁当をご持参ください。  

【提出先】 

 ・登録申請書･･･津山市子育て推進課または病児保育施設 

 ・利用申請書及び医師連絡票･･･病児保育施設  

 ＊提出書類は勝央町のホームページをご覧ください。 

その他================================================================== 

 ○美作市病児保育について‥美作市外に住所がある方でも、保護者が美作市内に勤務している方は 

  ご利用可能。 

 ○令和6年4月1日から岡山県内（美作市を除く）の医療機関が実施している病児保育実施施設を相互

利用できるようになりました。施設の利用にあたっては、施設所在市町村で登録や利用申請をする

ため手続きが市町村によって異なります。 

  利用の場合は、施設所在市町村または実施施設にご確認の上、ご利用ください。  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どものショートステイ 

急な入院、下の子の出産などで子どもを見る事ができなくなったとき、７日間まで児童養護施設

でお預かりします。 

【対象者】勝央町に住所を有する１８歳未満のお子さん。 

     保護者の病気、出産、冠婚葬祭、育児疲れ等の理由を有する事 

【利用期間】７日以内／回 

【実施場所】児童養護施設 立正青葉学園（津山市西寺町７７） ☎2２-２３１７ 

【利用料】 ２歳未満 ５，３５０円／日  ２歳以上 ２，７５０円／日 

 ＊ただし、生活保護世帯は無料。市町村民税非課税世帯、児童扶養手当を受給しているひとり親

世帯等は２歳未満１，１００円／日、２歳以上１，０００円／日 

 ＊上記の料金は１人１日あたりの利用料金です。施設利用中の行事等の参加費は実費負担 

【留意事項】●施設の空きを利用したサービスです。満室の場合は利用できません。 

      ●お子さんが病気にかかっている時は利用できません。 

      ●利用中は、保育園・小学校等へ通園、通学できません。 

      ●施設への送迎は保護者に行っていただきます。 

【申請・相談窓口】 勝央町総合保健福祉センター  保健師 

 

 

 

 

 

 

 

「おやこ教室」とは・・・ 

２歳児、３歳児、４歳児、5 歳児のクラスにわかれています。親子が一緒に参加して、ことば 

あそびや保護者だけでの座談会を通じて、子どもへの関わりのヒントをもらったり、子ども自身が 

社会性やコミュニケーションスキルを身につけていく教室です。 

 

＜スタッフ＞言語聴覚士、保育士、保健師、臨床心理士 

＜教 室 生＞約１0 組 

＜時  間＞午前の部  9 時 30 分～１１時１０分    

午後の部 １３時３０分～１５時２０分 

＜場  所＞勝央町総合保健福祉センター 

※教室の参加を希望される方は、必ず言語聴覚士の面談を事前に受ける必要があります。 

親と子の子育て相談 

子どもさんのことばや発達について、言語聴覚士の先生へ相談ができます。 

例えば 

   ・ことばがゆっくり（しゃべらない、ことばが少ない等） 

   ・自分の気持ちが伝えられない                    

   ・落ち着きがない 

   ・人見知り・場所見知りが激しい                 

   ・言い出したらきかない  など 

＜内容＞ 言語聴覚士の先生から、関わり方について実践を交えたヒントをもらえます。 

＜対象＞ 小学校入学前までの子どもさん。 

注）相談後に教室をご案内することもあります 


